
 令和 ３年 ４月 ２４日  

保護者の皆様 

杉並区立杉森中学校 

校 長 大 野 正 人 

 

 

緊急事態宣言発令に伴う新型コロナウイルス感染防止対策の徹底について 

 

 

陽春の候、皆様におかれましては、ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、まん延防止等重点措置の指定がされておりました地域を有する宮城、東京、大阪、京

都、兵庫、沖縄に加え、４月２０日には埼玉、千葉、神奈川、愛知が、そして２３日愛媛が追加

されました。その内、政府は、更なる感染拡大を抑制するため、２３日 、東京、大阪、京都、兵

庫の１都２府１県に対し、４月２５日から５月１１日までの緊急事態宣言を発出しました。大型連

休も含め人の流れを減少させ、変異ウイルスによる感染拡大を防止するためのものです。つき

ましては、下記のとおり学校教育活動へのご理解、感染リスクの回避、感染拡大防止対策徹底

のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

Ⅰ 学校生活について 

１ 本校は、次のとおりこれまでの基本的な感染症予防策の徹底を図って参ります。 

・健康カードによる検温、体調管理の継続 

・３密（密閉、密集、密接）回避並びに手指洗浄またはアルコール消毒等の励行 

・飛沫感染防止の更なる徹底に向け、不織布マスクの着用のご協力をお願いします。 

２ 学習活動については、感染症対策を講じてもなお飛沫感染の可能性が高い活動は行わ 

ず、内容の適正化を図り継続実施します。 

３ 部活動についても、感染症対策を講じてもなお飛沫感染の可能性が高い活動は行わず、

内容の適正化を図り実施または制限ないしは自粛をします。 

    なお、運動部の対外試合については、中学校体育連盟主催の公式戦のみとし、参加者

も登録者のみとします。 

４ 現時点においては、４月２８日離任式は、感染防止対策を講じて実施、５月８日土曜授業

は実施しますが、公開は中止の予定です。 

 

Ⅱ 一般生活について 

 これまで以上に不要不急の外出・移動の自粛、混雑している場所や時間を避けて行動す

ることなどが求められています。各家庭等におかれましても、感染防止策の励行、ご協力をお

願いいたします。 



Ⅲ その他（再掲） 

   睡眠、食事等、規則正しい生活に心掛け、発熱等、体調が優れない場合は、無理をせず、休

息し、学校や関係機関窓口にご相談ください。 

杉並区受診・相談センター 電話０３－３３９１－１２９９ 平日午前 9 時から午後 5 時まで 

     東京都発熱相談センター 電話０３－５３２０－４５９２  終日２４時間 

      この他、かかりつけの医療機関等にご相談ください。 

   また、お子様の生活面やメンタル面でのお悩みがございましたら、スクールカウンセラーやカウ

ンセラー補助、担任、教職員まで、ご相談ください。 

スクールカウンセラー直通 電話０３－５３２７－４１２５ 木曜午前９時から午後５時半まで勤務 

  スクールカウンセラー補助は、火曜日 

 

 

 

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)より抜粋  

令和３年４月２３日現在  

 

 

いち早い感染収束に向けて、感染防止対策の徹底・継続が非常に重要となります。学校としまし

ても、安全で有意義な学校生活の維持向上に努めて参ります。ご理解ご協力よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

お問い合わせ 杉並区立杉森中学校 電話 03-3330-3431 

 


